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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
衆
第
四
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
の
置
か
れ
て
い
る
事
情
に
か
ん
が
み
、
国
民
年
金
の
特
例
等
に
よ
る
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
等
及
び
一
時
金
の
支
給
、
こ
れ
を
補
完
す
る
支
援
給
付
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

国
民
年
金
の
特
例
等

一

永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
（
明
治
四
十
四
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
永
住
帰
国
し
た
日
か

ら
引
き
続
き
一
年
以
上
本
邦
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
一
及
び
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
一

年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
も
の
（
同
日
後
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
同
日
以
前
に
生
ま
れ
た
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
に
準
ず
る
事
情
に
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
含
む
。
）
に
係
る
昭
和
三
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
初
め
て
永
住
帰
国
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十

年
改
正
前
の
国
民
年
金
法
に
よ
る
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
旧
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金
法
に
規
定
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す
る
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
新
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
と
み
な
す
。

二

一
に
定
め
る
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
（
六
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
永
住
帰
国
し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
旧
被
保
険
者
期
間
又
は
新
被

保
険
者
期
間
に
係
る
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

国
は
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
し
、
当
該
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
の
旧
被
保
険
者
期
間
及
び
被
用
者
年
金
の
被
保

険
者
期
間
並
び
に
国
民
年
金
法
に
よ
る
被
保
険
者
期
間
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
額
の
一
時
金
を
支
給
す
る
。

四

国
は
、
一
時
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
が
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
た
め

に
納
付
す
る
旧
被
保
険
者
期
間
又
は
新
被
保
険
者
期
間
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
当
該

一
時
金
か
ら
控
除
し
、
当
該
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
に
代
わ
っ
て
当
該
保
険
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
に
係
る
国
民
年
金
法
に
規
定
す
る
事
項
及
び
一
か
ら
四
ま
で
の
適
用
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
は
、
同
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二

支
援
給
付
の
実
施

一

こ
の
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
は
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
収
入
の
額
（
そ
の
者
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に
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
そ
の
他
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
が
そ
の
者
（
当
該
世
帯
に
そ
の

者
の
配
偶
者
、
そ
の
者
以
外
の
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
生
活
保
護
法
第
八
条
第
一
項
の
基
準
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
比
し
て
不
足
す
る
も
の
に
対
し
て
、

そ
の
不
足
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

二

支
援
給
付
の
種
類
は
、
生
活
支
援
給
付
、
住
宅
支
援
給
付
、
医
療
支
援
給
付
、
介
護
支
援
給
付
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

給
付
と
す
る
。

三

支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
特
定
中

国
残
留
邦
人
等
以
外
の
者
に
限
る
。
）
が
あ
る
も
の
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
の
死
亡

後
も
当
該
配
偶
者
の
属
す
る
世
帯
の
収
入
の
額
が
当
該
配
偶
者
等
に
つ
い
て
生
活
保
護
法
第
八
条
第
一
項
の
基
準
に
よ
り

算
出
し
た
額
に
比
し
て
継
続
し
て
不
足
す
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
に
他
の
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

当
該
配
偶
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
援
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

配
偶
者
が
当
該
死
亡
後
に
婚
姻
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
支
援
給
付
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
。



- 4 -

五

支
援
給
付
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
の
置
か
れ
て
い
る
事
情
に
か
ん
が
み
、
特
定
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
そ
の
配
偶
者
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を

し
て
、
懇
切
丁
寧
に
行
う
も
の
と
す
る
。

六

支
援
給
付
に
つ
い
て
は
、
支
援
給
付
を
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
と
み
な
し
て
、
国
民
健
康
保
険
法
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三

譲
渡
等
の
禁
止
等

一

一
時
金
及
び
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
一
時
金
及
び
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

第
四

情
報
の
提
供

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
一
時
金
の
支
給
及
び
第
一
の
四
の
保
険
料
の
納
付
に
関
し
て
必
要
な
情

報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五

訴
訟
上
の
救
助
に
よ
り
猶
予
さ
れ
た
費
用
に
関
す
る
特
例
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こ
の
法
律
の
公
布
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
又
は
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人

で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
に
対
し
て
提
起
し
た
訴
え
に
係
る
訴
訟
で
あ
っ

て
、
当
該
者
（
以
下
「
原
告
」
と
い
う
。
）
が
国
の
公
務
員
は
当
該
中
国
残
留
邦
人
等
を
早
期
に
帰
国
さ
せ
る
義
務
又
は
そ

の
帰
国
後
に
そ
の
自
立
の
支
援
を
行
う
義
務
に
違
反
し
た
と
主
張
す
る
も
の
に
お
い
て
、
訴
訟
上
の
救
助
に
よ
り
支
払
が
猶

予
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
に
当
該
訴
訟
に
つ
き
原
告
が
訴
え
を
取
り
下
げ
、
若
し
く
は
請
求
の
放

棄
を
し
、
又
は
当
事
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
和
解
（
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
合
意
の
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
し
た
と
き
は
、
国
は
、
当
該
訴
訟
の
原
告
に
対
し
、
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
及
び
第
五
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、
第

一
（
三
及
び
五
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
、
第
二
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。


